
 

 

１. 変更内容 

（１）オンライン業務の変更 

入港届提出時に国際基幹航路テーブル等を参照してとん税等減額の要件該非を判定し、入港届情報にそ

の結果を保持する。とん税等納付申告時に、一時納付の減額に対応したとん税等適用税率コードを選択し

た場合は、入港届情報の当該項目を参照してとん税等を減額する。ただし、とん税等減額による一時納付

後の次回以降の入港時において、とん税等減額の条件に合致しなくなった場合は、一時納付または都度納

付を実施する必要がある。 

  

（２）ＥＤＩＦＡＣＴ 

入港届等（ＶＩＸ）業務に対し、「国際基幹航路（特定港寄港）」の項目を追加する。 

 

２. 変更対象業務 

＜オンライン業務＞ 

ＮＡＣＣＳパッケージ 

・「船舶基本情報訂正（ＶＢＹ）」業務 

・「入港届等（ＶＩＸ）」業務 

・「入港届等呼出し（ＶＩＸ１１）」業務 

・「出港届等（ＶＯＸ）」業務 

・「入港届等照会（ＩＶＳ）」業務 

・「とん税等納付申告（ＴＰＣ）」業務 

 

ＷｅｂＮＡＣＣＳ 

・「船舶基本情報登録（ＷＢＸ）」業務 

・「入港届等（ＷＩＴ）」業務 

・運航情報を使用する「入港届等（ＷＩＴ）」業務 

・「出港届等（ＷＯＴ）」業務 

・運航情報を使用する「出港届等（ＷＯＴ）」業務 

・「書類状態確認（ＷＶＳ）」業務 

・「帳票確認（ＷＮＣ）」業務 

・「一時保存情報呼出し（ＷＳＣ）」業務 

・「とん税等納付申告（ＷＰＣ）」業務 

 

 

＜帳票＞  

・「入港届（転錨届）提出情報（ＳＡＡ０１０）」 

・「とん税等納付申告控情報（ＳＡＡ０１６）」 

・「船舶基本情報照会（ＳＡＡ０５５）」 

・「入港届等照会情報（ＳＡＡ０６３）」 

・「とん税等減額対象非該当通知情報（ＳＡＡ０７９）」（新規） 

・「とん税等納付保留通知情報（ＳＡＡ０８１）」（新規） 
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＜海上入出港業務＞ 
特定の条件に合致する場合にとん税および特別とん税の一時納付を減額する。 

機
能
概
要 

＜変更前仕様＞ 

本邦に入港する船舶に対して納付するとん税・特別とん税額は一律同じ納付額となっている。 

＜変更後仕様＞ 

国際コンテナ戦略港湾政策に係る税制措置（とん税・特別とん税）に伴い、特定の条件を満たす船舶に対し

てとん税及び特別とん税の減税を行うことができるようにする。 

 



 

 

３. 特記事項 

（１） 個別項目 

① Web の入出力画面、パッケージの入出力画面 

リリース後から追加項目が画面に表示されるため、リリース後、特例税率の適用が有効になる前に

国際基幹航路の項目に入力を行うとワーニングが出力される。 

 

国際基幹航路の項目に入力をして申請をすると、とん税等減額対象外の状態の場合下記の通りとな

る。 

・「とん税等納付申告（ＴＰＣ・ＷＰＣ）」業務とん税等納付がエラーとなる。 

→納付ができなくなってしまうため、入港届の訂正で国際基幹航路の項目を未入力にする必要があ

る。 

 

② 既存帳票 

リリース後から世代追加した状態で出力される。 

 

 

４. リリース予定日／サービス開始予定日 

２０２０年９月２０日（日）０４：００ 

 


